
 

 

「香南市過疎地域持続的発展計画」（案）に対するパブリックコメント（意見公募）の実施

について 

 

案件名 「香南市過疎地域持続的発展計画」（案） 

募集期間 令和 7 年 11 月 27 日～令和 7 年 12 月 26 日  

募集の趣旨 

 過疎地域において総合的かつ計画的な対策を実施するための新たな法律として、

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が制定され、香南市において

は、赤岡町、夜須町、吉川町の区域が過疎地域と指定されており、過疎対策事業債

などの財政上の支援措置を受けるため、「香南市過疎地域持続的発展計画」を策定

しております。 

令和７年度末で上記の計画期間が終了することをうけ、令和８年度～令和 12 年

度までの計画として「香南市過疎地域持続的発展計画」（案）を作成しましたので、

市民の皆様からのご意見を募集いたします。 

寄せられた意見

について 

 皆様よりいただいた意見は、募集期間終了後、市のホームページ等で公開させて

いただく場合があります。なお、個人への直接の回答は行いません。また、個人が

特定される情報（氏名、住所、連絡先等）は公表いたしません。 

意見書様式 意見書様式  Word  PDF 

閲覧先 

・香南市ホームページ 

https://www.city.kochi-

konan.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuzaiseika/seisaku_keikaku/index.html 

・香南市役所本庁舎企画財政課（３階）・各支所 

 平日８時 30分～17時 15分 

提出方法 

 所定の用紙により、次のいずれかの方法で提出してください。なお、意見記録の

正確性を期すため、電話や口頭によるご意見はお受けすることができませんのでご

了承ください。 

○E-mail、FAX、郵送、実施機関が指定する場所への直接持参 

・E-mail：zaisei@city.kochi-konan.lg.jp 

・FAX：0887-56-0576 

・郵送：〒781-5292 高知県香南市野市町西野 2706 番地 香南市企画財政課あて 

○香南市ホームページ  

 ・ホームページの「企画財政課へのお問い合わせ」から氏名、住所（任意）、電話

番号、メールアドレス、内容を入力のうえ送信 

実施機関が指定

する場所 

・香南市役所本庁舎企画財政課（３階） 

・香南市役所 各支所（赤岡・香我美・夜須・吉川） 

問合せ先 

〒781-5292 高知県香南市野市町西野 2706 番地 香南市企画財政課財政係 

TEL：0887-57-8502  ／FAX：0887-56-0576 

E-mail：zaisei@city.kochi-konan.lg.jp 
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